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１ 業務の概要 

（１）業 務 名     

  政策アドバイザー業務 

（２）業務目的 

 岡山県の課題解決のための政策形成に向け、専門知識・技能を基に、各種データの

分析や職員を対象としたワークショップの開催、職員や教育関係者等へのヒアリング

等を通して岡山県の行政課題を抽出し、課題解決のための打ち手を立案支援し具体的

な取組へ反映させるとともに、施策・事業の推進に対する必要な助言等を行うことに

より政策における目標達成に資する。 

 

２ 企画提案を求める具体的内容  

  別紙「政策アドバイザー業務仕様書」に基づくものとする。 

 

３ 業務企画提案説明書に対する質問に関する事項 

（１）受付期間 

   令和８年３月５日（木）から令和９年３月１８日（水）の午後５時まで 

（２）受付場所 

   岡山市北区内山下二丁目４番６号 

   岡山県総合政策局政策推進課 推進班 

   TEL（０８６）２２６－７８６６ FAX（０８６）２２４－２１４３ 

（３）受付方法 

 質問は、質問書（様式第４号）を電子メールにより提出すること。送信後には、上

記（２）まで、電話にて着信を確認すること。電話または口頭による質疑には応じ

ない。 

 送信先アドレス：seisaku@pref.okayama.lg.jp 

※電子メールの件名は「政策アドバイザー業務／質問書」とすること。 



（４）回答方法 

 質問を受け付けた日から起算して３日以内かつ業務企画提案書の提出期限の日の前

日の午後５時までに電子メールで回答する。 

 

４ 業務企画提案書の提出者に要求される資格 

  令和８年３月５日付け、「政策アドバイザー業務委託」の参加者の有無を確認する参

加意思確認書等の提出に係る公示（以下「公示」という。）５の応募要件を満たす団体

であること。 

  参加表明書を提出した者について、公示５の応募要件について審査し、不適合と認め

られる者に対しては、令和８年３月１８日（水）までに「参加資格不適合通知書」（様

式第３号）により結果を通知する。この通知を受けた者は、この企画提案に参加するこ

とができない。 

 

５ 業務企画提案書の提出者を選定するための基準 

  公示６（３）アの提出期間内に提出のあった参加意思確認書（別紙様式第１号）を審

査し、公示５の応募要件を満たしている者を業務企画提案書の提出者として選定する。 

 

６ 非選定理由に関する事項 

（１）参加意思確認書を提出した者のうち、業務企画提案書の提出者として選定しなかっ

た者に対し、選定しなかった旨及びその理由（以下「非選定理由」という。）を書面

により通知する。 

（２）（１）の通知を受けた者は、通知を受け取った日の翌日から起算して７日以内に、

書面により非選定理由についての説明を求めることができる。 

（３）（２）の回答は、非選定理由の説明請求を受理した日の翌日から起算して３日以内

に書面により行う。 

（４）非選定理由の説明請求の受付場所、受付時間及び受付方法並びに回答方法は以下の

とおりとする。 

  ア 受付場所 ３（２）に同じ 

  イ 受付時間 午前９時から午後５時まで 

  ウ 受付方法 ファックスによる 

  エ 回答方法 ファックスによる 

 

７ 業務企画提案書に関する事項 

（１）業務企画提案書の種類及び提出部数 

  ア 業務企画提案書 ５部 

  イ 見積書     １部 

（２）業務企画提案書の形式及び内容 

   別紙様式第２号のとおり 

（３）問い合わせ先 

   ３（２）に同じ 



（４）提出期間 

 令和８年３月１６日（月）から令和８年３月２３日（月）の午後５時まで 

（５）提出場所 

 ３（２）に同じ 

（６）提出方法 

 持参又は郵送による（提出期間内に必着のこと） 

 

８ 業務企画提案書の特定 

  ７（４）の提出期間内に提出のあった業務企画提案書について、別途設置する審査委

員会において、別紙「政策アドバイザー業務委託に係る企画提案書審査基準」に従い、

評価点の合計が最高点の業務企画提案書を提出した者を政策アドバイザー業務の委託

先候補として特定し、審査結果通知書（選定）（様式第５号）により通知する。 

  特定された業務企画提案書の提出者（以下「特定者」という。）は、政策アドバイザ

ー業務を行う事業予定者となるものとする。 

 

９ 非特定理由に関する事項 

（１）提出した業務企画提案書が特定されなかった者に対しては、特定されなかった旨を

審査結果通知書（非選定）（様式第６号）により通知する。 

（２）（１）の通知を受けた者は、通知を受け取った日の翌日から起算して７日（休日を

含まない。）以内に、書面により業務企画提案書が特定されなかった理由についての

説明を求めることができる。 

（３）（２）の回答は、非特定理由の説明請求を受理した日の翌日から起算して３日以内

に書面により行う。 

（４）非特定理由の説明請求の受付場所、受付時間及び受付方法並びに回答方法は以下の 

とおりとする。 

  ア 受付場所 ３（２）に同じ 

  イ 受付時間 午前９時から午後５時まで 

  ウ 受付方法 ファックスによる 

  エ 回答方法 ファックスによる 

 

10 その他の留意事項 

公示９に同じ 

以 上 


